公　　告

キクチ健保公告第167号
令和8年4月5日
キクチ健康保険組合
理事長　森　信　也

規約の一部変更について
　
　規約を下記のとおり一部変更しましたので公告します。

記
　第3条（組合の事務所等）、組合の所在地の変更
　　所在地　春日井市高森台四丁目１１番１号

　第21条（組合会の議決事項）第2項と第34条（常務理事及びその職務）第2項の文言修正

　第44条（保険料額及び調整保険料額の負担割合）の条文訂正
　　一般保険料等額、介護保険料額及び調整保険料額の100分の50は事業主、100分
　　の50は被保険者において負担する。

第47条（予備費の費途）第3項を追加
3．子ども勘定の予備費に充てることのできる費途は、次に掲げるものとする。
（1） 子ども・子育て支援納付金

第48条（準備金の保有方法）第2項の変更
　2．介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係る準備金は、原則として前項第
1号、または第2号の方法によって保有しなければならない。

第49条（準備金以外の積立金の保有方法）の変更
準備金以外の積立金は、前条第1項第１号から第10号までの方法により保有し
なければならない。
　

規約の施行日　　令和8年4月1日


